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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
十
月
二
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
祉
倶
楽
部
ち
ゃ
の
み 

三 

代
表
者
の
氏
名 

東
嶌 

満 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
狭
山
市
柏
原
二
千
二
百
三
十
番
地
の
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
埼
玉
県
内
、
主
に
狭
山
市
に
在
住
す
る
高
齢
者
に
対
し
、
会
員
に
よ
る
奉

仕
活
動
や
介
護
保
険
事
業
を
通
し
て
、
高
齢
者
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
住
み
慣
れ
た
と
こ
ろ

で
安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
地
域
社
会
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
り
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
号



告 
 

示 

 
 

 
狭
山
市
か
ら
狭
山
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
一
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

上
里
西
部
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職
名 

 

氏 
 

名 
 

 
 

 

住 
 

所 

 

監
事 

長
谷
川 

文 

男 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
長
浜
千
八
十
四
番
地
一 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
二
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

上
里
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職
名 

 

氏 
 

名 
 

 
 

 

住 
 

所 

 

理
事 

南 

雲 

和 

夫 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
金
久
保
千
二
百
五
十
五
番
地 

 

同 
 

相 

川 

傳 

吉 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

五
明
五
百
五
十
五
番
地
二 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
三
号



告 
 

示 

  
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日 

二 

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
許
可
番 

 
 

 

 

号 

 

イ 

商
号 

 
 

 

株
式
会
社
梅
田
組 

 

ロ 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

 
 

 

埼
玉
県
戸
田
市
本
町
二
丁
目
十
番
十
八
号 

 

ハ 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

梅
田 

福
松 

 

ニ 

許
可
番
号 

 
 

 

埼
玉
県
知
事
許
可
（
般
―
二
十
四
）
第
二
一
六
〇
号 

三 

処
分
の
内
容 

 
 

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
の
停
止 

 

イ 

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲 

 
 

 

建
設
業
の
営
業
の
全
部 

 

ロ 

停
止
を
命
ず
る
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
の
三
日
間 

四 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

 
 

株
式
会
社
梅
田
組
及
び
代
表
取
締
役
は
、
平
成
二
十
五
年
二
月
八
日
に
さ
い
た
ま
簡
易
裁
判 

 

所
か
ら
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
違
反
に
よ
り
略
式
命
令
を
受
け
、
平
成
二
十 

 

五
年
二
月
二
十
八
日
に
罰
金
刑
が
確
定
し
た
。 

 
 

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
し
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条 

 

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
停
止
処
分
に
該
当
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
四
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
一
級
水
準
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
内
五
十
六
市
町
（
川
越
市
、
熊
谷
市
、
川
口
市
、
行
田
市
、
所
沢
市
、
飯
能
市
、
加

須
市
、
本
庄
市
、
東
松
山
市
、
春
日
部
市
、
狭
山
市
、
羽
生
市
、
鴻
巣
市
、
深
谷
市
、
上
尾

市
、
草
加
市
、
越
谷
市
、
蕨
市
、
戸
田
市
、
入
間
市
、
朝
霞
市
、
志
木
市
、
和
光
市
、
新
座

市
、
桶
川
市
、
久
喜
市
、
北
本
市
、
八
潮
市
、
富
士
見
市
、
三
郷
市
、
蓮
田
市
、
坂
戸
市
、

幸
手
市
、
鶴
ヶ
島
市
、
日
高
市
、
吉
川
市
、
ふ
じ
み
野
市
、
白
岡
市
、
伊
奈
町
、
三
芳
町
、

毛
呂
山
町
、
越
生
町
、
滑
川
町
、
嵐
山
町
、
小
川
町
、
川
島
町
、
吉
見
町
、
鳩
山
町
、
と
き

が
わ
町
、
美
里
町
、
神
川
町
、
上
里
町
、
寄
居
町
、
宮
代
町
、
杉
戸
町
、
松
伏
町
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
九
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
五
号



告 
 

示 

  
本
庄
市
か
ら
本
庄
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
六
号



告 
 

示 

  
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
五
年
九
月
十
八
日
付
け
で
、
次
の
と
お
り
処
分
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

      
 

 

   

株
式
会
社

サ
ー
チ 

 

商
号
又
は

名
称 

代
表
取
締
役
小
濱
真

吾 氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名
） 

埼
玉
県
さ
い
た

ま
市
岩
槻
区
日

の
出
町
三
丁
目

十
七
番
地 

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地 

平
成
二
十
五
年
十
月
三 

日
か
ら
同
年
十
一
月
一
日

ま
で
三
十
日
間
の
業
務
の

全
部
停
止 

 

処 

分 

の 

内 

容 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
七
号



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
九
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

野 

康 

夫 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

足
利
邑
楽
行
田
線 

三 

道
路
の
区
域



 

新 旧 

旧 

新 

別 

行
田
市
大
字
荒
木
字
新
田 

四
九
〇
二
番
二
地
先
か
ら 

 

同
市
大
字
荒
木
字
新
田 

四
九
〇
七
番
二
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

九
・
二
〇
～ 

一
〇
・
六
八 

九
・
二
〇
～ 

一
〇
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

八
六
・
五
七 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機

構
が
行
う
武
蔵
水
路
改
築

工
事
に
伴
う
迂
回
道
路 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

野 

康 

夫 
 

 



    

足
利
邑
楽
行
田
線 

  

路 
 

線 
 

名 

行
田
市
大
字
荒
木
字
新
田 

四
九
〇
二
番
二
地
先
か
ら 

 
同
市
大
字
荒
木
字
新
田 

四
九
〇
七
番
二
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

県
道
仮
廻
し
。 

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
が
行
う

武
蔵
水
路
改
築
工
事
に
伴
う
迂
回
道

路
。 

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日
付
け
埼
玉

県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第

二
十
九
号
で
告
示
し
た
道
路
区
域
の

供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
八
六
・
五
七
メ
ー
ト
ル
。 

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
九
十
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１ 入札の対象となった業務の名称 
 埼玉県立循環器・呼吸器病センター新館（仮称）整備設計業務 

２ 公告日 
  平成 25 年６月 28 日 
３ 落札者を決定した日 
  平成 25 年８月 22 日 
４ 落札者の氏名及び住所（本店） 

株式会社内藤建築事務所東京事務所 東京都中央区八丁堀３丁目１２番８号 
５ 落札金額（税込み） 
  124,950,000 円 
６ 契約の相手方を決定した手続 
  一般競争入札 
７ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県病院局経営管理課県立病院施設整備担当 埼玉県さいたま市浦和区高
砂３丁目 13 番３号 
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１ 入札の対象となった工事の名称 

  荒川右岸流域下水道終末処理場水処理系中央監視設備改築工事 

２ 公告日 

  平成 25 年７月 23 日 

３ 落札者を決定した日 

  平成25年９月６日 

４ 落札者の氏名及び住所 

三菱電機株式会社関越支社 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地２ 

５ 落札金額 

  1,937,250,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県荒川右岸下水道事務所設備担当 埼玉県和光市新倉６丁目１番１号 
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